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三田市条例第  号 

 

三田市市民福祉金条例の一部を改正する条例 

 

三田市市民福祉金条例（平成３年三田市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

題名中「市民福祉金」を「障害者福祉金」に改める。 

第１条中「、父子及び遺児」を削り、「市民福祉金」を「障害者福祉金」に改める。 

第２条及び第３条を次のように改める。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、障害者とは次の各号に掲げる者をいう。ただし、規則

で定める社会福祉施設等に入所している者を除く。 

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規

定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年

厚生省令第１５号）別表第５号に定める等級が、１級、２級、３級又は４級に

該当する者 

(2) 知的障害者 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に規定

する知的障害者更生相談所又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１

２条に規定する児童相談所においてその障害の程度が重度若しくは中度と判定

された者（兵庫県知事からＡ又はＢ１と認定された療育手帳の交付を受けた者） 

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）

第６条第３項の表に定める障害等級が１級又は２級に該当する者 

第３条 削除 

第４条各号列記以外の部分中「、父子又は遺児」を削る。 

第５条第１項中「障害者福祉金」を「福祉金」に改め、同条第２項及び第３項を

削る。 

第６条を次のように改める。 

（申請） 

第６条 障害者が福祉金の支給を受けようとするときは、規則で定める手続により



申請しなければならない。ただし、身体障害、知的障害又は精神障害が重複する

場合は、申請する者の選択により、いずれかの障害程度とする。 

別表を次のように改める。 

別表（第７条関係） 

福祉金の額(年額) 

身体障害の障害等級 知的障害の障害程度 精神障害の障害等級  

１級 重度（Ａ） １級 ２８，０００円

２級 中度（Ｂ１） ２級 ２３，１００円

３級   １８，２００円

４級   １４，０００円

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市障害者福祉金条例は、この条例の施行の日以降

の申請に係る福祉金から適用し、同日前の申請に係る福祉金については、なお従

前の例による。 


